
平成１６年度 国立大学法人岡山大学 年度計画

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置

（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置

１．教育成果の検証のための調査専門委員会を設置して，入試成績，学業成績

及び就職状況等の基礎データ項目を精選し，検証方法を確立する。

２．入試成績，学業成績，就職状況等データの収集を行い相互関連の分析を行

い，教育成果の向上に資する。

３．学生・教員による授業評価を拡充し，教育の改善を図る。

４．卒業生に対し教育方法・内容等に関するアンケート調査を実施する。

５．教育に関する具体的な到達目標の策定（全学及び部局）を行う。

６．到達目標の達成のためのカリキュラムの改善・整備を行う。

． （ ）７ 成績の平均点による評価方法のＧＰＡ グレード・ポイント・アベレージ

制度の導入を検討する。

．新たに１学年から３学年までの学生を対象に，成績優秀学生の学長表彰を８

行う。

９．進路指導体制（就職，資格試験等）の整備を行い，就職状況の実態を把握

し，就職率向上への具体案を検討する。

１０．学生に対し総合的に支援する組織「教育・学生支援機構」を設置する。

１１．授業内容・方法を改善し，教授能力を向上させるための研修会またはシ

ンポジウム等を企画する。

［学士教育］

ⅰ（教養教育）

１２．教養教育の体系（科目区分並びにそれらの下位領域構成，専門科目との

関連）を確認並びに修正する。

１３．履修モデルの作成とともに，履修基準を明確にし（最低履修単位数の設

定）履修指導の充実を図る。

１４．全学生が履修する人間形成のための主題科目の領域区分を決定（確認）

し，各学部（学科）におけるカリキュラム上の位置付けを明確にする。



１５．授業担当教員並びに担当コマ数の確認及び開講コマ数，授業方法，成績

評価基準等の調整を行う。

１６．履修状況並びに教育成果の点検・評価を行う。

１７．外国語（特に英語）の能力別クラスを編成するためのプレースメントテ

ストを実施し，達成度評価の検討を行う。

１８．外国語教育（特にコミュニケーション能力）の質的向上のため，全学生

に対しネイティブ・スピーカーによる講義を準備し，特色あるカリキュラムを

作成する。

１９．学生と教員の「対話と議論」を重視した授業を充実させる。

． ， （ ，２０ 学生による自主的活動のうち 適切な内容の活動 ボランティア活動

学内自主演習等）について教養教育としての単位の認定を実施するため，活

動内容の選定，認定基準・認定範囲の検討を行う。

２１．各学部が実施する専門基礎科目等の一部を再編成し，教養教育科目とし

て開設する。

ⅱ（学部専門教育）

２２．履修モデルの作成とともに，履修指導体制を整備する。

２３．専門分野での先進知識の教育の充実のために，ＴＡを適切かつ効果的・

積極的に活用し，教育体制の充実を図る。

２４．専門分野ごとにコア・カリキュラムを作成し，必要に応じ学生に提示す

る。

２５．学生が学習状況を自己モニターできるための指導体制を整える。

２６．専門教育のガイダンス科目の充実を図る。

２７．各専門分野における教育の強化充実のため，大学院生との連携を図る。

２８．学生のプレゼンテーション能力の向上を図る。教育研究等関連機関等が

参加する研究発表の機会を増加させる。

２９．教員の人的充足状況の点検・評価を実施する。併せて，非常勤講師の現

状とあり方について精査，検討する。



３０．教育実施体制の強化・充実等のためにシラバス（成績の絶対評価基準を

含む）の整備を行う。

３１．外書講読等の演習の充実により専門分野に関する外国語教育の充実を図

る。

３２．インターンシップ等の受け入れ機関等の開拓とともに受け入れ機関等と

密接な連携を取り，質的向上を図る。

３３．医歯学においては，患者中心の人間的医療人の育成を目指し，医の倫理

学，心理学等の専門科目への導入，臨床教育の充実を図る。

３４．国際化，学際化等に対応する教育科目の導入を図る。

３５．社会福祉士取得のためのコース設置を検討する。

［大学院教育］

３６．大学間・部局間協定締結の海外提携大学院との交換留学制度，単位互換

制度等を強化し，国際的学術の急速な高度化に対応する。

３７．カリキュラム等の外部評価を積極的に実施する。

３８．長期履修制度を利用する社会人に配慮したカリキュラムを設計し，フレ

ックス・タイム制の導入を検討する。

３９．課題研究の単位認定に際し履修基準等を検討する。

（２）教育内容等に関する目標を達成するための措置

【学士課程】
１）アドミッション・ポリシーに関する具体的方策

４０．各学部･ 学科等の教育目標と入学者受入れ方針を策定し，公表する。

４１．入試に関する情報を集中的に管理し，受験生に必要な情報がホームペ

ージ等により学内外に迅速に提供できるシステムを検討する。

４２．高等学校進路指導担当教員対象の入試説明会を開催し，岡山大学の教育

内容・入試制度を積極的にアピールする。

４３．高校教育と大学教育の密接な連携を図る。

４４．本学受験生の大学入試センター試験結果と個別学力検査結果についての

データ整理と試験結果の分析を行う。

４５．国内外の大学で実施しているＡＯ入試制度について調査検討し，本学に

最適なＡＯ入試（マッチング入試を含む）の具体的な方法を検討する。



． 。４６ 入学後に転学部や転学科を希望する学生のための具体的方策を検討する

２）教育課程に関する具体的方策

４７．社会が要請する人材のあるべき具体像，特に専門家として卒業時に獲得

しているべき具体的な学識を明確にする。

４８．専門科目を体系的かつ効果的に履修させるため専門教育カリキュラムの

階層化を進めるとともに，シラバス等に各科目の履修要件を明確にする。

４９．他学部開講科目の履修を容易にするための方策を具体化する。

５０．重専攻制･副専攻制の導入を検討するため，学部間にわたる副専攻制を導

入するに当たっての問題点の分析を行う。

５１．マッチングプログラム（オーダーメイド的履修プログラム）教育の導入

に向けて，教育実施体制，カリキュラム内容等の検討を行う。

５２．学士･大学院課程間のカリキュラムの有機的な連携を強化するため，大

学院課程の開講科目と教授内容を点検し，カリキュラム改革を進める。

３）教育方法に関する具体的方策

５３．一クラスの人数や授業形態と教育効果の関係について調査，分析を行

う。

５４．授業へのIT技術の導入を促進するための講習会，研究会等を開催する。

５５．教室外での自主学習の支援手段としてＷｅｂベースの教育支援ソフトの

導入を検討する。

５６．教育開発センターを中心に効果的な教育内容，教授法等に関する検討

を行う。

５７．各学部は，成績不振等の学生に対して，積極的に適切な指導を行う。そ

のための方策を検討する。

４）成績評価に関する具体的方策

． ， 。５８ 全ての開講科目について成績評価基準を明示し その厳格な適用を図る

５９．全ての開講科目について成績評価方法をシラバスにより公表する。

【大学院課程】

１）アドミッション・ポリシーに関する具体的方策

６０．各研究科･専攻は，教育目標と入学者受入れ方針を明確にする。

６１．国内外から広く優秀な学生を集めるための方策を検討する。



２）教育課程に関する具体的方策

６２．コア･カリキュラムの確立とカリキュラムの体系化を図る。各研究科･専

攻は，開講授業科目及び授業内容が教育目標に照らして適切なものになってい

るか否かを点検し，改善を図る。

３）教育方法に関する具体的方策

６３．各研究科･専攻は，授業形態や指導方法と教育効果の関係を点検する体

制を整備し，常に最適な授業形態，指導方法の採用に努める。

６４．各研究科･専攻は，全ての開講科目について具体的にシラバスの作成を推

進する。

． ， 。６５ 大学院教育の国際化を一層推進するため 英語による授業の拡大を図る

６６．国内外の教育研究機関と連携し，教育研究の交流を促進する。

６７．交換プログラム等により本学学生が国外の大学へ留学する場合の準備教

育を充実させる。

４）成績評価に関する具体的方策

６８．各研究科･専攻は，全ての開講科目について成績評価基準をシラバス等に

明示し，その厳格な適用を図る。

６９．学生による研究成果の学会発表や論文発表を，適切に評価する方法並び

に制度を検討する。

（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

１）教員組織編成に関する具体的方策

７０．教員人事運用の機動性を実現するため，全学及び部局の教員一元化を図

る。

７１．優秀な外国人を教員として採用する積極策を検討する。

２）教育環境の整備に関する具体的方策

７２．遠隔学習・生涯教育・在宅型教育・オンデマンド型教育等のＩＴを活

用する教育を実施するための検討を行う。

７３．図書館の充実，適正な活用を具体的に検討する。

７４．大学が保有するデジタル情報の一元的管理，運営システムを構築する。

３）教育の質の改善に関する具体的方策

７５．授業評価アンケート及び教員の個人評価に基づき，教員の教授能力の評

価システムの構築を推進する



７６．適当なレビューアーによる授業観察に基づく評価の導入を計画する。

４）教材，学習指導法等に関する研究開発及びＦＤに関する具体的方策

７７．既にＷｅｂ化されたシラバスの一層有効な活用法を策定する。

７８．ＦＤに関するシンポジウム，セミナー等を定期的に開催する。

７９．授業方法の改善のため授業観察レビューアー（ＣＷＲ）の育成を検討す

る。

８０．学生・教員ＦＤ検討会の活動を拡充し，必要な支援体制を整備する。

５）全国共同教育，学内共同教育等に関する具体的方策

８１．遠隔教育システムの整備や連合大学院をはじめとして，他大学との共同

教育体制の機能的充実を図ることにより，高度化された知識集約型社会の要請

に応える新規卒業資格の導入が可能となるか否かについて，学部・学科毎に検

討を開始する。

６）学部・研究科等の教育実施体制等に関する特記事項

８２．各学部は全学の基礎教育（教養教育）を分担し，３系基礎分野の全学教

育に積極的に貢献する。

８３．スペシャリスト育成のため，学部教育プログラムとそれに連動する大学

院教育プログラムの連携を図り，強化プログラムの策定の検討を開始する。

８４．法曹養成が法学部の任務から法務研究科に移行することに伴い，法学部

の教育目的は法学・政治学的素養を持った職業人の養成に重点を置くことにな

る このために必要な教育体系については 法務研究科と連携して 法学部 総。 ， ， （

。務委員会）において検討を開始する

８５．文学研究科，法学研究科，経済学研究科と文化科学研究科を統合・再

編し，併せて，教育学研究科との連携を強化する。

８６．国際標準の教育レベルを質的に保証するため，教育プログラム認定機構

の認定審査を受ける方向を基本的に設定する。

８７．卒前臨床実習，卒後臨床教育等の研修プログラムの管理計画の充実に

ついて関係学部・研究科において検討する。

（４）学生への支援に関する目標を達成するための措置

１）学習相談・助言・支援の組織的対応に関する具体的方策

成績不振学生の実態を把握し，支援体制を検討する。８８．

８９．アカデミック・アドバイザー制の導入およびオフィス・アワー制の充実を図

る。



． ， 。９０ ボランティア教育の実施に向けて そのあり方と現状についての調査を行う

課外活動施設を含めた学習環境の実態調査 する。９１． を実施

９２．学内の福利厚生施設の運営を定期的に点検する体制を整備する。

２）生活相談・就職支援等に関する具体的方策

９３ 「学生カウンセリング室（学生生活支援 」設置場所，規模等の基本事項を確． ）

定する。

９４．学生ボランティアによるピアサポート体制整備を充実させる。

９５．学生相談室の役割・機能についての教職員・学生に対するアンケートの実施

とそれに基づく分析を行う。

９６．進路指導・就職活動支援体制についての実態調査を実施する。

９７ キャリア教育 各種資格取得教育に関する市場動向調査に関し 外部組織 官． ， ， （

庁，民間企業等）との連携を検討する。

９８．ビジネス・スクール設置のための社会的ニーズに関する調査項目・方法を確

定する。

． （ ） 。９９ 卒業生ネットワーク 同窓会組織等 の現状とそのあり方について調査する

メンタルヘルスネットワークを１００．学生の心身の健康を保持増進するための

構築する。

障害者に対するバリアフリー等の現状についての調査・分析を行う。１０１．

３）経済的支援に関する具体的方策

１０２．法務研究科における奨学金制度を整備する。

１０３．現在の経済的支援制度の見直しを行うとともに，成績優秀者あるいは

入学試験優秀者等に対する授業料免除制度等優遇措置の検討を行う。

４）社会人・留学生等に対する配慮に関する具体的方策

１０４．留学生センターによる留学生支援に関する現状調査を行い，補講授業

等の一層の改善を図る。

１０５．外国人留学生等に対して，日本伝統文化を理解する機会を企画するな

どサービスの向上に努める。



現職教員等のリカレント教育に関しては，県教育委員会等と連携して１０６．

円滑な学習が可能となるようなシステムを構築する。

２ 研究に関する目標を達成するための措置

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置

１）目指すべき研究の方向性

１０７．研究活動と研究成果の検証のために必要な論文数等の基礎データ項目

を精選し，検証方法を決定する。

１０８．個々の学術分野の果たすべき目標の明確化と高度中核研究拠点構築の

ために必要な基礎データ項目を精選し，分析する。

１０９．先導的・独創的・学際的研究，個性あるプロジェクト研究策定のため

に必要な基礎データ項目を精選し，分析する。

１１０．研究の活性化と個性ある展開を推進するため，研究推進・産学官連携

機構が全学的な指導支援を行う。

２）大学として重点的に取り組む領域に関する具体的方策

１１１ 「岡山大学重点プロジェクト」策定を行うとともに，全学的研究活動．

改善に反映させるため学内ＣＯＥプロジェクトを発足させる。

１１２．採択された２１世紀ＣＯＥプロジェクトへの重点的支援を実施する。

３）成果の社会への還元に関する具体的方策

１１３．産学官共同研究の強化を強力に推進する。

１１４．産学官共同研究の強化を図るため，研究推進・産学官連携機構が全学

的な指導支援を行う。

１１５．研究者データベースの改善に取り組む。

４）研究の水準・成果の検証に関する具体的方策

１１６．客観的研究成果の評価のために必要な基礎データ項目を確定し，分析

方法を決定する。

（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置

１）研究者等の配置に関する具体的方策

１１７．各研究領域の発展に合わせて，先進で斬新かつ，優秀な研究者を確保

するとともに流動性を促進するため，公募制，任期制の採用，または導入を検

討する。

１１８．組織改編と研究者再配置を可能にするため教員の重点配置を実施す

る。実施にあたって，本学の個性と特色ある研究の展開を支援する方向で行

う。



２）研究資金の配分システムに関する具体的方策

１１９．運営費交付金のうち，特別配分経費を設定し，これを「岡山大学重点

プロジェクト」の推進に充てる。

１２０．積極的な外部資金獲得のインセンティブとなるよう，研究推進・産学

官連携機構が獲得者の研究支援を行う。

３）研究に必要な設備等の活用・整備に関する具体的方策

１２１．恒久的基幹設備である高額分析機器等の共同利用を促進するための方

針を策定する。

１２２．学術情報基盤としての情報システム（ネットワーク等及び電子ジャー

ナル等）の整備を推進する。

１２３．研究に必要な施設整備に当たって，オープン・ラボラトリーの面積と

して，新営建物の２０％程度を標準として確保する。

４）知的財産の創出，取得，管理及び活用に関する具体的方策

１２４．研究推進・産学官連携機構（知的財産本部）を中心として，知的財産の

創出等の企画・立案，実施を行う。

． ， ，１２５ 全学に対して 特許等知的財産の創出・取得の実際について啓蒙し

相談業務を実施する。

１２６．特許等知的財産の創出・取得の実際についてマニュアル，ホームペ

ージを整備する。

１２７．研究推進・産学官連携機構（知的財産本部）を中心に，特許等知的財産

の資料等を蓄積しつつ，項目案作りを行う。併せて，岡山ＴＬＯとの連携を強化す

る。

１２８．知的財産の創生，活用の各種指標の目標値を設定する。

５）研究の質の向上システム等に関する具体的方策

１２９．個性ある学際的研究を推進するため，特別配分経費に「学内ＣＯＥ経

費」の枠を設け，重点的な資金配分を実施する。

６）全国共同研究，学内共同研究等に関する具体的方策

１３０．国内・国際共同研究を押し進め，固体地球研究センター等の研究分野

における国際研究拠点形成を推進する。

１３１．国際的な共同研究促進及び全国共同利用施設の利用促進のため，省庁

関係研究施設，文部科学省関係の研究機関等の情報をホームページ等で提供

する。



１３２．各学内共同利用施設は，当該分野の共同研究を促進する広報活動を充

実する。

７）学部・研究科・附置研究所等の研究実施体制等に関する特記事項

１３３．各学部・研究科・附置研究所等の研究実施体制を支える設備機器の現

状を調査し，そのうえで効率的な活用方法を検討する。

３ その他の目標を達成するための措置

（１）社会との連携，国際交流等に関する目標を達成するための措置

１）社会との連携，協力に関する具体的方策

１３４．地域教育機関との連携強化のための基礎データの収集，管理・分析方

法を確立する。

１３５．地域貢献事業を推進するためにリエゾン機能を活用する。

１３６．地域貢献事業のフォーラム，公開講座等を実施する。

１３７．市民の生涯学習推進を図るため，基礎データ管理・分析方法を確立す

る。

１３８．生涯学習拠点化促進に必要な基礎データ項目を確定し，収集方法を決

定する。

２）産学官連携の推進に関する具体的方策

１３９．ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーが産学連携･ベンチャー起業の

支援事業を行う。

１４０．共同研究等の受入れから契約までの一連の手続きを迅速化するため，

その方法を確立する。

３）地域の公私立大学等との連携・支援に関する具体的方策

１４１．学術交流･単位互換を推進するため，連絡協議会（仮称）を設立する。

４）国際交流等に関する具体的方策

１４２．国際交流推進機構を設置し，全学的見地から国際交流を戦略的・効率

的に推進する。

１４３．外国人研究者，留学生の受入れ体制の充実のため，快適な住環境の提

供，奨学金等経済的支援の拡充を図る方策を検討する。

１４４．留学生センターの支援機能の充実のため，留学生の日本語能力等を把

握し，より一層の授業内容の見直しを図る。

１４５．短期留学プログラムを推進するために，過去の受入れ実績，留学生の

意識等調査を行い，推進方法を検討する。



１４６．留学生の相談機能を充実するため，過去の相談内容を詳細に分析し，

あらゆる事項に対応し得る体制の強化を検討する。

１４７．大学間・部局間協定締結の促進とともに，その内容の充実を図る。

１４８．夏期海外語学研修制度を充実させるための方策を検討する。

１４９．国際交流協定校等との連携・協力により，事務職員を相互に受入れ・

派遣する制度の整備を検討する。

１５０．ＩＴを活用し，本学の学術情報を海外に積極的に発信し，国際的な

広報及び情報収集を一層推進する情報ネットワーク基盤整備に努力する。

５）教育研究活動に関連した国際貢献に関する具体的方策

１５１．海外の大学，研究機関との国際共同研究や，研究プロジェクトを推

進するための支援体制を整備する方策を具体化する。

１５２．岡山大学関係者主催の国際会議開催を支援する体制を整備する。

（２）附属病院に関する目標を達成するための措置

１）患者中心の人間的医療環境の創生に関する具体的方策

１５３．患者の移動時間や待ち時間の短縮のため，中央部門等の再配置や中央

採血体制の充実と検査の中央化について検討を進める。

１５４．外来受診での受付から診療開始，診療終了までの手続きの電子化をさ

らに進める。

１５５．電話やＦＡＸを利用し，紹介患者や初診患者の外来診療や入院の予約

を進める。

１５６．救急部との連携や協力体制を得て，全診療科対応が可能な診療体制の

構築に向け検討を進める。

１５７．患者自身の学習を支援するための教材を収集し，整備する。

１５８．医療サービス課地域医療連携室は，総合患者支援センター，各診療科

の協力の下，地域連携体制の整備を進めるとともに，増加する医療相談等に対

応する体制を整備する。

１５９．入院時及び退院後の支援を行うため，栄養支援，オストメイト支援の

他に，新たに皮膚ケア，糖尿病ケア，疼痛ケア，化学療法ケア，口腔ケア（Ｄ

Ｈを含む ）等に対応し得る専門的チームの立ち上げを準備する。。

１６０．患者サービスの向上に資するための病院ボランティアの意義を全学的

， 。 ， ，に広報し 学内外から広くボランティアを募集する また 一般ボランティア

職能ボランティアに対する研修を定期的に実施する。



１６１．岡山県など行政とタイアップして，遠隔地医療支援ネットワークの構

築に向け検討を進める。

２）高度先進医療の提供，先端医療の開発並びに臨床研究の推進に関する具体的

方策

１６２．臓器移植を推進するため，ドナー・コーディネーター，レシピエント

・コーディネーター，メディカル・ソーシャルワーカー等の整備を進める。

１６３．重症心疾患患者等の手術体制を整備するとともに，ＣＣＵの増床を検

討する。

１６４．遺伝子・細胞治療センターを拠点としてナノバイオ標的医療の開発を

進める。

１６５．学外医療機関等との共同研究，共同開発などの推進のため，先端医療

の領域で医師主導臨床試験を主催ないし参画して実施する。

１６６．臨床治験支援センターで大学院生を受け入れ，治験実施上の問題点を

含め治験を実施する上での課題研究を実施する。

３）良質な医療人の育成に関する具体的方策

１６７．医学部，歯学部と連携して医療教育・卒後臨床研修センター（仮称）

の設置を検討する。

１６８．卒後臨床研修必修化に対応した，教育プログラムの作成と評価システ

ムの充実・改善を図る。

１６９．救命救急技術修得のため，ＢＬＳ（一次救命措置）及びＡＣＬＳ（二

次救命措置）を含めた臨床実技修得の場の確保を図り，医師・歯科医師・研修

医・看護師等医療従事者並びに学外の医師会，歯科医師会及び消防署員がＢＬ

Ｓ，ＡＣＬＳを実施できるためのコースを開催する。

１７０．学部学生の基本的な臨床能力の習得を目的として，実習計画に基づき

本院並びに協力病院と連携して，クリニカルクラークシップを実施する。

１７１．地域医療・保健研修に関する協力体制を，地域の医師会・歯科医師会

及び医療施設・保健施設の協力の下に築き，地域に根ざした医療人の育成を図

る。

４）効率的・効果的医療環境の構築に関する具体的方策

１７２．血液浄化療法部及び光学医療診療部の設備を充実する。

１７３．厚生労働省が推進する「健やか親子２１推進体制」の一環として岡山

県が事業展開する「不妊治療対策事業」の委託を受け，不妊専門相談センター

（不妊，不育とこころの相談室）を設置する。



１７４．地域の救急医療に資するため，救命救急センター設置に関し，県及び

医師会との意見調整を行う。

１７５．重症救急患者の受け入れを進めるため，ヘリポートの整備を進める。

． ， 。１７６ 救急医療教育の一環として 医師及び医学生の救急車同乗を実施する

１７７．患者サービスの改善向上を図るため，退院時患者アンケートなどを通

じて，患者のニーズを把握し，サービス改善のためのシステムを整備する。

１７８．職員の接遇に対する意識高揚を図るため，接遇マニュアルを作成する

とともに，各職場における接遇の努力目標を掲げる。

１７９．調剤技術の向上，薬剤師間の相互協力を推進するため，院外薬局に対

する研修・実習を病院として実施する。

１８０．ラダー制度（看護実践・看護管理）を導入し，それに対応した教育プ

ログラムを作成し実施する。

１８１．医療事故を防止するため，医療安全管理部への専任の医師の配置を検

討する。

１８２．病院情報システムの利用による安全な医療の推進を行う（バーコード

による薬品，患者，職員照合など 。）

． 。１８３ 医療安全管理の指針やマニュアルの整備・充実・改訂を継続的に行う

５）病院の管理体制の強化に関する具体的方策

１８４．強いリーダーシップを発揮できるよう，病院長の病院人事権と予算の

配分裁量権を強化する。関連して，病院長の専任化についても検討を進める。

６）病院の運営体制の強化，外部評価システムの構築等に関する具体的方策

１８５．病院運営体制を強化するため，経営委員会へ外部委員を参加させる。

１８６．日本医療機能評価機構による評価の受審準備を行う。

１８７．クリティカルパス策定委員会を設置し，クリティカルパスのメンテナ

ンスシステムを検討し，標準化を推進する。

７）医療資源の効率的運用に関する具体的方策

１８８．病院職員のコスト意識改革について，各種委員会を通じて継続的に啓

発する。

１８９．事務の簡素化・迅速化を図るため，アンケート調査などにより現状分



析を実施し，業務量の平均化・平準化を図る。

８）教育の質の向上に関する具体的方策

１９０．卒後臨床研修プログラム検討部会において卒後臨床研修の必修化に呼

応したカリキュラムを作成する。

１９１．医療薬学教育並びに実習の充実を図るため，教育並びに実習のあり方

を薬学部と具体的に協議する。

１９２．卒前・卒後臨床研修，医学歯学教育，医療技術，生涯教育等をテーマ

とした教育指導者ワークショップを定期的に開催する。

９）施設・設備の整備に関する具体的方策

１９３．病院の中・長期計画における施設・設備の効率的・効果的運用につい

て，委員会を設置し検討する。

１９４．臨床検査用，放射線検査用など各種機械設備の整備を検討する委員会

を設置し，調査・分析を行い整備・更新計画を検討する。

（３）附属学校に関する目標を達成するための措置

１）大学・学部との連携・協力の強化に関する具体的方策

１９５．学部と附属学校園間の共同授業，相互乗り入れ授業等の実施体制を検

討する。

１９６．附属教育実践総合センターと共同して，教育実習カリキュラムの評価

及び分析を行う。

１９７ 「日常的な教育実習」ともいうべきボランティア実習を制度化するた．

めのルールを作成する。

２）学校運営の改善に関する具体的方策

１９８．学部と附属学校園が連携して行う教育・研究全般，管理運営等の企画

運営のため，現在の運営組織（教育学部・附属学校連絡協議会及び同運営委員

会）の機能，役割を点検・評価する。

１９９．附属学校園事故防止マニュアルを作成する。それに基づく研究会・講

習会を実施する。

２００．学部・附属学校園研究発表会，授業公開を実施する。

３）附属学校の目標を達成するための入学者選抜の改善に関する具体的方策

２０１．入学者受入方針を策定する。そのためのＷＧを設置する。

４）公立学校との人事交流に対応した体系的な教職員研修に関する具体的方策

２０２．公立学校（岡山県教育委員会，岡山市教育委員会など）との人事交流

を引き続き実施し，活性化を図る。



Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置

１）全学的な経営戦略の確立に関する具体的方策

２０３．学長，理事，役員会と部局長，部局の連携機能を構築・強化する。

２０４．役員会（理事 ・学長室の体制確立と大学運営の企画立案等を行う事）

務部門を設置する。

２０５．事務職員の人事管理の一元化・重点配置数の確保を実現し，機動的な

事務部への再編を行う。

２０６．評価の組織として，評価センターの設置及び専任教員の配置を行い，

評価システムを構築する。

２０７．定員を全学的に管理し，毎年度，組織ごとに必要数を設定し，配置す

る。

２０８．中期目標・中期計画に基づいた予算編成を行う。

２０９．大学の財政基盤強化のため，外部資金を戦略的に獲得するための体制

を構築する。

情２１０．情報の一元的統括と情報の有効利用システムの構築を目指し，総合

報基盤センターの整備及び学術情報部署の事務組織一元化を行う。

２１１． 知的財産創出・取得・管理・活用研究推進･産学官連携機構を中心に，

を戦略的に実施する。

２１２．技術移転の促進を図るため，岡山ＴＬＯとの連携を強化する。

２１３．学部の入学定員，入試方法，教育体制等について一体化を目指し，本

学の将来構想・基本方向の検討を行う。

２）運営組織の効果的・機動的な運営に関する具体的方策

２１４．常勤理事「企画・総務 「教育・学生 「学術研究・情報 「安全・健」 」 」

康・医療 「財務・施設」５人，非常勤理事２人「経営管理 「特命」で組織す」 」

る役員会の設置とともに，学長を中心とする管理運営体制を強化する。

機動的に対応でき， 組織を構築す２１５．理事の直轄下に 専門性の高い新事務

る。組織については，逐次見直しを行う。

． ， 「 」 。２１６ 本部と部局間の連絡調整 意見交換を行う 部局連絡会 を設置する

２１７．これまでの委員会等を廃止し，新しい組織を構築する。

３）学部長等を中心とした機動的・戦略的な学部等運営に関する具体的方策

２１８．学部長等を補佐する副学部長等を学部等に必要数置く。



２１９．学部等運営のため，学部等に学部長室を設置する。

２２０．学部等の委員会の見直し・再編を行う。

２２１．教授会の審議事項を学部等の教育研究等に関する重要事項に精選し，

一般的事項は，運営会議に於いて審議する制度とする。

４）教員・事務職員等による一体的な運営に関する具体的方策

２２２．各理事のもとに機能的な事務組織を設置するとともに，必要に応じて

特定ＷＧを設置し，その運営は，教員と事務職員が一体となって行う体制を構

築する。

５）全学的視点からの戦略的な学内資源配分に関する具体的方策

２２３．学長による予算の重点配分を実施し，教育研究の個性化と活性化を図

る。

２２４．外部資金のオーバーヘッド制度のあり方を検討する。

２２５．優れた研究あるいは優れた成果の期待できる研究に対する経済的・人

的支援のあり方について検討する。

６）学外の有識者・専門家の登用に関する具体的方策

２２６．専門家の登用が必要とされる部署・専門分野等の設定を行う。

２２７．専門家の人選・登用のため，専門家の選考方法，任用形態・給与体系

等の検討を行う。

７）内部監査機能の充実に関する具体的方策

２２８．監査を通じて本学の業務をより効率的にするための法人監査室を設置

する。

２２９．リスク，効率性，効果性等に視点をおいた監査方法の検討を進める。

８）国立大学間の自主的な連携・協力体制に関する具体的方策

２３０．中国・四国地区の国立大学間で行う諸会議を活用して連携・協力体制

を維持する。

２３１．中国・四国地区の国立大学間で行う共同事業として，事務系職員統一

採用試験及び各種研修を実施する。

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置

１）教育研究組織の編成・見直しのシステムに関する具体的方策

２３２．教員人事管理について，その一元管理方法を確立する。

２）教育研究組織の見直しの方向性に関する具体的方策

２３３．大学全体としての職員数の配置の基本的考え方を示し，それに則し



た人事制度を設計する。

２３４．文学研究科，法学研究科，経済学研究科を統合・再編して文化科学研

究科の博士前期課程とし，区分制大学院の文化科学研究科に移行する。

２３５．大学院の改組，新設の検討，準備を行う。

Ⅰ 医歯学総合研究科の改組（医歯薬学総合研究科の設置）

Ⅱ 保健学研究科（博士課程）の新設

Ⅲ 環境学研究科（仮称）の新設

Ⅳ 自然科学研究科の改組

２３６．法曹養成を目的とする法務研究科を設置する。

２３７．教育学研究科に教育組織マネジメント専攻を設置する。

２３８．教員養成学部・課程のあり方に関する検討委員会を設置して検討を始

める。

２３９．法学部第二部を法学部夜間主コースに改組する。

２４０．経済学部第二部を経済学部夜間主コースに改組する。

． ，２４１ 医学・歯学・工学を融合した医歯生体工学分野の研究を推進するため

「医歯工学先端技術研究開発センター」を設置する。

２４２．グローバルな環境問題と循環型社会の構築の研究を推進するため 「廃，

棄物マネジメント研究センター」を設置する。

３ 教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置

１）人事評価システムの整備・活用に関する具体的方策

２４３．教員の個人評価システムの検証を行う。

２４４．他大学・民間企業等で行う評価制度の調査を実施する。

２４５．本学に適した評価制度について，人事考課制度ＷＧを設置し，検討す

る。

２４６．学会等で授与される賞の実態調査を行い，受賞者に対するインセンテ

ィブについて検討する。

２）柔軟で多様な人事制度の構築に関する具体的方策

２４７．退職者・契約教員等を活用するための人事システムを検討する。

２４８．兼職兼業緩和のためのルール作りを行う。当面，兼職兼業承認申請手

続きを簡素化する。また，兼職兼業及び利益相反に対するガイドラインを作成

する。



３）任期制・公募制の導入など教員の流動性向上に関する具体的方策

２４９．教員採用は，国内外への公募を原則とし，公募要領及び選考方法の

公表のため，公募の公表ＨＰの活用を進める。

２５０．教員の任期制の問題点を検証する。併せて，他大学又は他部局との計

画的人事交流を検討するため，他大学における任期制の導入状況を調査する。

４）外国人・女性等の教員採用の促進に関する具体的方策

２５１．外国人教員や女性教員の積極的登用を目的に，国内外への公募を原

則化する

２５２．弾力的な勤務時間の必要性，保育施設等の必要性を調査する。

５）事務職員等の採用・養成・人事交流に関する具体的方策

． ， ， ，２５３ 英語力 接遇能力 情報処理能力等特殊能力者を採用可能にするため

特殊能力者を採用する場合の選考基準を検討する。

２５４．事務職員の大学・大学院入学派遣制度，海外研修制度を検討する。

２５５．民間（私立大学を含む ）派遣研修制度［県内外］確立のため，受入。

可能な大学，企業等を調査する。

２５６．事務職員の大学間人事交流意見交換会を開催する。

２５７．人事交流ルールの設定を行う。必要に応じ，人事交流の在り方の見直

しを行う。

６）中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的方策

２５８．部局別の教員の適正な人数を示した上で，教員人事運用計画を策定す

る。

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

１）事務処理の効率化・合理化に関する具体的方策

２５９．業務の統一化・標準化の検討を行う。

２６０．事務情報及びその活用業務処理の電子化を進め，事務処理の効率化を

推進する。

２６１．医療関連の業務について，経費面から分析する。コンサルタント等外

部者の活用も含め，アウトソーシング方法の費用対効果を比較検討する。

２）複数大学による共同業務処理に関する具体的方策

２６２．旧六大学間で行う諸会議を活用して連携・協力体制を維持する。

３）事務組織の機能・編成の見直しに関する具体的方策

２６３．効率化・高度化・情報（共有）化・専門化等の求めに応えられる事務



組織のあり方について検討を行う。

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置

１）科学研究費補助金等の外部資金増加に関する具体的方策

２６４．研究推進・産学官連携機構を中心に，外部資金獲得方策を立案・実施

し，倍増（中期計画期間中）を目指す。

２）収入を伴う事業の実施に関する具体的方策

２６５．共同研究，委託研究の増を図るとともに，岡山ＴＬＯを有効に活用す

る。

２６６．経営状況の実態調査と業務プロセス分析を行う。

２６７．資格取得支援や生涯学習のための各種講座などを提供するなど公開講

座の見直しや，地方公共団体等及び県内の大学と連携して，多様な公開講座を

実施することを検討し，受講者のニーズに応える

２６８．岡山大学創立５０周年記念館等を講演等の会場として積極的に貸し出

す。

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置

１）管理的経費の抑制に関する具体的方策

２６９．効率的な業務処理が可能な組織の検討を行う。

２７０．業務の外部委託，事務の合理化及び情報化の推進，共通部分の節電等

により，管理的経費や人件費の抑制に努める。

２７１．職員への情報共有化を図り，経費抑制の必要性，節減の重要性につい

て，個々人の意識改革を進める。

２７２．職員に広く経費節減のアイデアを募集する。

２７３．光熱水料等の経費削減に対し，インセンティブを附与するルールを設

定する。

２）非常勤講師手当等の抑制に関する具体的方策

２７４．教員の専門分野や担当授業科目等と非常勤講師の役割の調査を行う。

２７５．非常勤講師への依存を極力低減し，安易な非常勤講師の採用がなされ

ないようチェック機能を整える。

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置

１）資産の効率的・効果的運用を図るための具体的方策

２７６．資産管理金融機関との連携のもとに，最も安全・有利な資金の管理・

運用策を策定する。



２）施設設備の有効利用に関する具体的方策

２７７．現有施設設備の点検を逐次行い効率を上げる。

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための

措置

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置

１）自己点検・評価の改善に関する具体的方策

自己点検・評価を恒常的に行う評価センターを設置する。２７８．

評価データの一元管理の方２７９．自己点検・評価に関する項目等の整理を行い，

法を検討する。

２８０．自己点検・評価結果の公表方法について調査を実施するとともに，これを

分析する。

２８１．国際的な外部評価についての調査を行い，評価方法等を検討する。

２）評価結果を大学運営の改善に活用するための具体的方策

２８２．学長（部局長等）は，評価結果に基づいて，関係部署に注意・勧告を

行い，指導する。

２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置

１）大学情報の積極的な公開・提供及び広報に関する具体的方策

２８３．利用者の視点に立ったホームページとなるよう全面的にリニューアル

し，充実した内容にする。

２８４．広く一般を対象とした広報誌を発行し，本学の魅力や成果等を広報す

る。

２８５．外部情報機関に積極的に情報を提供し，社会 に対する説明責任を果たす。

特に，報道機関に対しては，毎月定期に記者発表を行う。

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

１ 施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置

１）施設等の整備に関する具体的方策

２８６．岡山大学の長期的視点に立った教育研究環境創造プランとして，施設

の中・長期計画をもとに「魅力あるキャンパス構築のための基本計画」を立案

する。

２８７．教育研究環境充実のため共同利用研究員宿泊施設の整備，また学生サ

ービスの向上として女子学生寮の居住環境改善等を推進する。

２８８．施設マネジメント（企画・計画，整備，管理等）の全般に亘って業務

を行う執行体制を確立する。



２８９．病棟Ⅱ期工事を重点課題として推進する。

２）施設等の有効活用及び維持管理に関する具体的方策

２９０．施設の点検調査に基づく，維持管理計画を立案し適切なメンテナンス

を実施する。

２９１．施設の点検調査に基づく，整備計画を立案し実施する。

２９２．教職員等に施設の有効活用及び維持管理の重要性についての啓蒙活動

を行う。

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置

１）労働安全衛生法等を踏まえた安全管理・事故防止に関する具体的方策

２９３．労働安全衛生法等を踏まえた安全衛生管理体制によって，安全衛生管

理を実施する。

２９４．各事業場における安全衛生管理計画を策定し，施設整備を含めた要整

備箇所のリストを作成する。

２９５．環境問題に関して関係法令の遵守のみならず大学として自主的に取り

組む計画を策定し，実行する。

２９６．安全管理に対する職員の理解，意識を向上させるための年度ごとの目

標を策定し，安全教育を実施する。

２９７．安全管理に関する本学の指針を検討し，災害及び危害防止も含めた基

本的な安全管理マニュアル原案を作成する。

２９８．作業場の環境チェックを行うとともに作業環境測定を実施する。

２）学生等の安全確保等に関する具体的方策

２９９．教育研究施設，各実験室並びに各職場における安全管理マニュアルの

整備について検討する。

３００．学生，教職員に対して，環境安全に関する啓蒙活動を実施する。

Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む ，収支計画及び資金計画。）

別紙参照

Ⅶ 短期借入金の限度額

○ 短期借入金の限度額

１．短期借入金の限度額

５０億円



２．想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策

費として借り入れすることが想定されるため。

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

（医病）病棟Ⅱ期新営工事に必要となる経費の長期借入れに伴い，本学病棟の

敷地及び建物について，担保に供する。

Ⅸ 剰余金の使途

○ 決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改

善・効率化並びに高度先進医療等の充実に必要な経費に充当する。

Ⅹ その他

１ 施設・設備に関する計画

（単位：百万円）

施設・設備の内容 予 定 額 財 源

総額

・ 医病）病棟Ⅱ期 １,８２３ 施設整備費補助金 （１,０５４）（

・総合検査診断システム 船舶建造費補助金 （ ０）

・小規模改修 長期借入金 （ ７６９）

・災害復旧工事 国立大学財務・経営センター

・総合研究棟改修（工学系） 施設費交付金 （ ０）

注）金額は見込みであり，上記のほか，業務の実施状況等を勘案した施設・設備

の整備や，老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることも

あり得る。

２ 人事に関する計画

1) 方針

本学の人的資源をより有効に活かし，教育研究をはじめ全ての分野において質の向上

と個性化を推進し，国際競争力のある大学づくりを実現していくためには，学部，大学

院を含めた教育研究組織を大学としてどのように編成していくかが重要である。このた

め，大学全体として教職員配置数を一元的に管理することとし，全学的方針により組織

編成し，人員配置を行うこととする。

2) 人員に係る指標

新たな社会的要請や教育研究の質的向上のため必要な人員を確保する。

3) その他人材の確保，人材の養成などについての計画



① 教員については，広く公募することを原則とし，すでに導入している教員の個人評

価の活用や任期制の推進を検討する。

② 事務系，技術系及び図書系の職員については，国立大学法人等職員採用試験の合格

者から採用し，国及び人事院等が行う研修へも可能な限り参加させ，さらに，国や他

， 。の国立大学法人等とも積極的に人事交流を行うなどにより 職員の資質の向上を図る

③ ①及び②以外の職員についても，広く公募することを原則とし，国等が行う研修へ

可能な限り参加させ，他の国立大学法人等とも積極的に人事交流を行うなどにより，

職員の資質の向上を図る。

（参考１）１６年度の常勤職員数 ２，５９８人

また，任期付職員数の見込みを７５人とする。

（参考２）１６年度の人件費総額見込み ２６,２２０百万円

３ 災害復旧に関する計画

平成１６年１０月に発生した台風２３号により被災した施設の復旧整備をす

みやかに行う。

（別紙）

○ 予算（人件費の見積りを含む ，収支計画及び資金計画。）

（別表）

〇 学部の学科，研究科の専攻等の名称と学生収容定員，附属学校の収容定員・学

級数



（別紙）予算（人件費の見積りを含む ，収支計画及び資金計画。）

１．予 算

平成１６年度 予算

（単位：百万円）

区 分 金 額

収 入

運営費交付金 １９,８９２

施設整備費補助金 １,０５４

船舶建造費補助金 ０

施設整備資金貸付金償還時補助金 ３３

国立大学財務・経営センター施設費交付金 ０

自己収入 ２６,６８５

授業料及入学金検定料収入 ８,１０５

附属病院収入 １８,３９０

財産処分収入 ０

雑収入 １９０

産学連携等研究収入及び寄付金収入等 ３,０５３

長期借入金収入 ７６９

計 ５１,４８６

支 出

業務費 ４４,４２２

教育研究経費 １９,７６０

診療経費 １６,３９８

一般管理費 ８,２６４

施設整備費 １,８２３

船舶建造費 ０

産学連携等研究経費及び寄付金事業費等 ３,０５３

長期借入金償還金 ２,１８８

計 ５１,４８６

[人件費の見積り]

平成１６年度中総額２６,２２０百万円を支出する （退職手当は除く）。



２．収支計画

平成１６年度 収支計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 ５０,４２９

経常費用 ５０,４２９

業務費 ４４,７８８

教育研究経費 ４,０１２

診療経費 １０,２９１

受託研究費等 １,６８３

役員人件費 １２８

教員人件費 １７,３４５

職員人件費 １１,３２９

一般管理費 １,７０４

財務費用 ６２５

雑損 ０

減価償却費 ３,３１２

臨時損失 ０

収入の部 ５１,９３４

経常収益 ５１,９３４

運営費交付金 １８,９７２

授業料収益 ６,８６６

入学金収益 １,０２１

検定料収益 ２１８

附属病院収益 １８,３９０

受託研究等収益 １,６８３

寄附金収益 １,３４５

財務収益 ０

雑益 １９０

資産見返運営費交付金等戻入 １７１

資産見返寄附金戻入 ５

資産見返物品受贈額戻入 ３,０７３

臨時利益 ０

純利益 １,５０５

総利益 １,５０５

（注）受託研究費等は，受託事業費，共同研究費及び共同事業費を含む。
（注）受託研究等収益は，受託事業収益，共同研究収益及び共同事業収益を含む。



３．資金計画

平成１６年度 資金計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 ５３,６８２

業務活動による支出 ４６,５３０

投資活動による支出 ２,７６８

財務活動による支出 ２,１８８

翌年度への繰越金 ２,１９６

資金収入 ５３,６８２

業務活動による収入 ４９,６３０

運営費交付金による収入 １９,８９２

授業料及入学金検定料による収入 ８,１０５

附属病院収入 １８,３９０

受託研究等収入 １,６８３

寄付金収入 １,３７０

その他の収入 １９０

投資活動による収入 １,０８７

施設費による収入 １,０８７

その他の収入 ０

財務活動による収入 ７６９

前年度よりの繰越金 ２,１９６



（別表）学部の学科，研究科の専攻等の名称と学生収容定員，附属学校の収容定員・

学級数

文学部 人文学科 １７５人

人間学科 ９０人

行動科学科 ９０人

歴史文化学科 １２０人

言語文化学科 ２２５人

学校教育教員養成課程 ６８０人教育学部

養護教諭養成課程 １２０人

総合教育課程 ３２０人

（うち教員養成に係る分野８００人）

法学科法学部

昼間コース ２０５人

夜間主コース ２０人

法学科 ６１５人

第二部 ２４０人

第３年次編入 ２０人

経済学科経済学部

昼間コース ２０５人

夜間主コース ４０人

経済学科 ６１５人

第二部 ２４０人

第３年次編入 ２０人

数学科 ８０人理学部

物理学科 １４０人

化学科 １２０人

生物学科 １２０人

地球科学科 １００人

第３年次編入 ４０人

医学科 ５７０人医学部

第３年次編入 ２０人

保健学科 ６４０人

第３年次編入 ４０人

（うち医師養成に係る分野５９０人）

歯学科 ３３５人歯学部

第３年次編入 １５人

（ ）うち歯科医師養成に係る分野３５０人

総合薬学科 ３２０人薬学部

機械工学科 ３２０人工学部

物質応用化学科 ２４０人

電気電子工学科 ２４０人

情報工学科 ２４０人



生物機能工学科 ３２０人

システム工学科 ３２０人

通信ネットワーク工学科 １６０人

第３年次編入 ６０人

環境数理学科 ８０人環境理工学部

環境デザイン工学科 ２００人

環境管理工学科 １６０人

環境物質工学科 １６０人

総合農業科学科 ４８０人農学部

文化科学研究科

博士後期課程 社会文化学専攻 １２人

人間社会文化学専攻 １２人

産業社会文化学専攻 １２人

博士前期課程 社会文化基礎学専攻 ３０人

比較社会文化学専攻 ４２人

経営政策科学専攻 ２８人

自然科学研究科

博士後期課程 数理電子科学専攻 ５１人

基盤生産システム科学専攻 ５１人

物質分子科学専攻 ４８人

生体機能科学専攻 ５１人

生命分子科学専攻 ４８人

資源管理科学専攻 ３６人

地球・環境システム科学専攻 ３６人

エネルギー転換科学専攻 ４８人

博士前期課程 数理物理科学専攻 ７２人

分子・生物科学専攻 ７６人

地球科学専攻 ３６人

薬品科学専攻 ６６人

医療薬学専攻 ４０人

機械システム工学専攻 １６６人

電子情報システム工学専攻 １３０人

物質生命工学専攻 １２６人

環境システム学専攻 ６８人

環境保全工学専攻 ６２人

生物資源科学専攻 ７０人

生物圏システム科学専攻 ８２人

（博医歯学総合研究科

士課程） 生体制御科学専攻 １６０人

病態制御科学専攻 １４４人

機能再生・再建科学専攻 １２０人

社会環境生命科学専攻 ８６人

（修医歯学総合研究科

士課程） 医歯科学専攻 ４０人



人間学専攻 ８人文学研究科

行動科学専攻

標準在学コース ５人

長期在学コース ２人

歴史文化学専攻 １０人

言語文化学専攻 １８人

学校教育専攻 ２０人教育学研究科

障害児教育専攻 ６人

国語教育専攻 ８人

社会科教育専攻 １６人

数学教育専攻 ８人

理科教育専攻 ２０人

音楽教育専攻 １０人

美術教育専攻 １０人

保健体育専攻 １０人

技術教育専攻 ６人

家政教育専攻 ７人

英語教育専攻 １０人

養護教育専攻 ６人

学校教育臨床専攻 １８人

カリキュラム開発専攻 １４人

教育組織マネジメント専攻 ６人

法学研究科 法務専攻 １６人

公共政策専攻 １２人

地域法政専攻 １２人

経済学専攻 １８人経済学研究科

保健学専攻 ５２人保健学研究科

法務研究科 法務専攻 ６０人

（うち法曹養成課程 ６０人）

特殊教育特別専攻科 １５人

別科 養護教諭特別別科 ４０人

附属小学校 ８８０人

学級数 ２２

附属中学校 ６００人

学級数 １５

附属養護学校 ６０人

学級数 ９

附属幼稚園 １６０人

学級数 ５


